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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　番組映像を蓄積部に録画することが可能であるとともに、消費電力量の異なる２種類以
上の動作状態レベルを有し、番組映像の録画指示を受けてから録画開始可能となるまでの
所要時間が前記動作状態レベル毎に異なる記録装置と通信可能に接続された記録制御装置
であって、
　番組映像を表示部に出力する出力手段と、
　前記出力手段により前記表示部に出力され、ユーザが視聴中の番組映像に関する番組情
報を取得する取得手段と、
　前記取得手段で取得した前記視聴中の番組映像に関する番組情報と、録画履歴がある番
組に関する録画情報と、を用いて、前記視聴中の番組に対するユーザの録画傾向度を判定
する判定手段と、
　前記判定手段によって、前記視聴中の番組に対するユーザの録画傾向度が所定値より低
いと判定された場合には、前記記録装置の動作状態レベルを所定量より消費電力量が小さ
い動作状態レベルに設定する制御を行う制御手段と、を有することを特徴とする記録制御
装置。
【請求項２】
　前記判定手段によって、前記視聴中の番組に対するユーザの録画傾向度が所定値より高
いと判定された場合には、前記制御手段は、前記記録装置の動作状態レベルを、前記消費
電力量が低い動作レベルに比べて短時間で録画開始可能となる消費電力量が高い動作状態
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レベルに設定する制御を行うことを特徴とする請求項１に記載の記録制御装置。
【請求項３】
　前記判定手段は、前記出力手段により一定時間以上出力された番組映像に対するユーザ
の録画傾向度を判定することを特徴とする請求項１または２に記載の記録制御装置。
【請求項４】
　前記制御手段は、前記記録装置の動作状態レベルに関する情報を予め取得し、前記録画
傾向度と前記動作状態レベルとを関連づけた設定情報を保持することを特徴とする請求項
１から３のいずれか一項に記載の記録制御装置。
【請求項５】
　前記制御手段は、前記判定手段が判定した録画傾向度と前記設定情報とに基づいて前記
記録装置の動作状態レベルを決定するとともに、決定した動作状態レベルと、前記記録装
置の実際の動作状態レベルとが異なる場合に、前記記録装置の動作状態レベルを決定した
動作状態レベルとするためのコマンドを発行することを特徴とする請求項４に記載の記録
制御装置。
【請求項６】
　番組映像を蓄積部に録画することが可能であるとともに、消費電力量の異なる２種類以
上の動作状態レベルを有し、番組映像の録画指示を受けてから録画開始可能となるまでの
所要時間が前記動作状態レベル毎に異なる記録装置と通信可能に接続された記録制御装置
の制御方法であって、
　番組映像を表示部に出力する出力ステップと、
　前記表示部に出力され、ユーザが視聴中の番組映像に関する番組情報を取得する取得ス
テップと、
　前記取得ステップで取得した前記視聴中の番組映像に関する番組情報と、録画履歴があ
る番組に関する録画情報と、を用いて、前記視聴中の番組に対するユーザの録画傾向度を
判定する判定ステップと、
　前記判定ステップによって、前記視聴中の番組に対するユーザの録画傾向度が所定値よ
り低いと判定された場合には、前記記録装置の動作状態レベルを所定量より消費電力量が
小さい動作状態レベルに設定する制御を行う制御ステップと、を有することを特徴とする
記録制御装置の制御方法。
【請求項７】
　前記判定ステップによって、前記視聴中の番組に対するユーザの録画傾向度が所定値よ
り高いと判定された場合には、前記制御ステップでは、前記記録装置の動作状態レベルを
、前記消費電力量が低い動作レベルに比べて短時間で録画開始可能となる消費電力量が高
い動作状態レベルに設定する制御を行うことを特徴とする請求項６に記載の記録制御装置
の制御方法。
【請求項８】
　前記判定ステップは、一定時間以上出力された番組映像に対するユーザの録画傾向度を
判定することを特徴とする請求項６または７に記載の記録制御装置。
【請求項９】
　前記制御ステップでは、前記記録装置の動作状態レベルに関する情報を予め取得し、前
記録画傾向度と前記動作状態レベルとを関連づけた設定情報を記憶部に保持することを特
徴とする請求項６から８のいずれか一項に記載の記録制御装置の制御方法。
【請求項１０】
　前記制御ステップでは、前記判定ステップで判定した録画傾向度と前記設定情報とに基
づいて前記記録装置の動作状態レベルを決定するとともに、決定した動作状態レベルと、
前記記録装置の実際の動作状態レベルとが異なる場合に、前記記録装置の動作状態レベル
を決定した動作状態レベルとするためのコマンドを発行することを特徴とする請求項９に
記載の記録制御装置の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、受信した映像データを記録可能な記録装置の記録動作を制御する記録制御装
置及び記録制御装置の制御方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　昨今、ＨＤＤレコーダなどの記録装置とテレビなどの装置とを接続した映像システムに
おいて、テレビ側からＨＤＤレコーダに録画の指示を伝達することで、ＨＤＤレコーダに
番組などの映像データを記録する制御が実現されている。つまり、ユーザがテレビを視聴
中に、視聴中の番組の録画を望んだ場合、ユーザがＨＤＤレコーダの操作をすることなく
、容易に番組をＨＤＤレコーダに録画することができるようになっている。なお、今後、
このような録画形態を即時録画機能と称する。
【０００３】
　このように、ＨＤＤレコーダへの録画指示は容易になっているが、ユーザが録画を望ん
だタイミングですぐに録画が開始できるとは限らない。これは、ＨＤＤレコーダの起動に
要する時間が必要なことが主な理由である。ＨＤＤレコーダの電源がオフの状態から録画
が可能となる状態へと起動する場合、起動に要する時間は数十秒かかることが多い。その
結果、録画開始時間が遅延してしまい、ユーザが録画を望んだ時点でのシーンを録画でき
ないという課題が生じる。
【０００４】
　そこで、特許文献１には、ユーザが定期的に視聴する番組を自動的に録画するデータ記
録再生装置が開示されている。このデータ記録再生装置は、ユーザが定期的に視聴する番
組を特定し、その時間帯に番組が視聴されていない場合には、自動的にその番組を録画す
る制御を実行する。なお、自動的に番組を録画する手段には、データ記録再生装置の電源
がオフであるとき、前記電源をオンに切り替える録画制御手段を含む。
【０００５】
　また、ＨＤＤレコーダの起動時間を短縮する目的で、ＨＤＤレコーダを完全に電源オフ
状態とせずに、即座に録画可能状態に遷移できる状態でＨＤＤレコーダを待機させる技術
も存在している。この待機状態はＨＤＤレコーダの多くのシステムに通電されているため
、電源オフ状態と比較して多くの電力を消費することになる。
【特許文献１】特開２００６－５０３１５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１の技術は、ユーザが定期的に視聴する番組を特定し、自動的に録画を行うが
、特定した番組がユーザの嗜好や要望と完全に合致しているとは言えない場合もある。例
えば、過去、定期的に視聴していた番組であっても、その後の放送では視聴しないような
ケースでも、特許文献１の技術では自動的に録画が実行されてしまう。また、視聴中の番
組をユーザの指示で録画する即時録画のケースについては何ら想定していない。
【０００７】
　つまり、ユーザが意図しない番組まで自動的に録画してしまうため、データ記録再生装
置としては無駄な電力消費が発生する。また、データ記録再生装置における記録容量を圧
迫する可能性も生じる。
【０００８】
　こうした課題を解決するためには、ユーザの手動操作で即時録画をするのが好適である
。しかし、手動操作でなるべくユーザが望んだタイミングから録画が実行できるように、
常時録画待機状態でＨＤＤレコーダを起動しておくと、不要な番組を録画することは無く
なるが、電力消費を低減することが困難である。
【０００９】
　本発明は、上記課題を解決するためになされたもので、ユーザによる番組視聴時に、番
組に対するユーザの録画傾向度合いに応じて、記録装置の消費電力量に関連する動作状態
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を管理することで、即時録画における録画開始時間を短縮するとともに、記録装置の消費
電力を低減することが可能な記録制御装置及び記録制御装置の制御方法を提供することを
目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的を達成するために、本発明の記録制御装置は、番組映像を蓄積部に録画するこ
とが可能であるとともに、消費電力量の異なる２種類以上の動作状態レベルを有し、番組
映像の録画指示を受けてから録画開始可能となるまでの所要時間が前記動作状態レベル毎
に異なる記録装置と通信可能に接続された記録制御装置であって、番組映像を表示部に出
力する出力手段と、前記出力手段により前記表示部に出力され、ユーザが視聴中の番組映
像に関する番組情報を取得する取得手段と、前記取得手段で取得した前記視聴中の番組映
像に関する番組情報と、録画履歴がある番組に関する録画情報と、を用いて、前記視聴中
の番組に対するユーザの録画傾向度を判定する判定手段と、前記判定手段によって、前記
視聴中の番組に対するユーザの録画傾向度が所定値より低いと判定された場合には、前記
記録装置の動作状態レベルを所定量より消費電力量が小さい動作状態レベルに設定する制
御を行う制御手段と、を有する。
【００１１】
　また、本発明の記録制御装置の制御方法は、番組映像を蓄積部に録画することが可能で
あるとともに、消費電力量の異なる２種類以上の動作状態レベルを有し、番組映像の録画
指示を受けてから録画開始可能となるまでの所要時間が前記動作状態レベル毎に異なる記
録装置と通信可能に接続された記録制御装置の制御方法であって、番組映像を表示部に出
力する出力ステップと、前記表示部に出力され、ユーザが視聴中の番組映像に関する番組
情報を取得する取得ステップと、前記取得ステップで取得した前記視聴中の番組映像に関
する番組情報と、録画履歴がある番組に関する録画情報と、を用いて、前記視聴中の番組
に対するユーザの録画傾向度を判定する判定ステップと、前記判定ステップによって、前
記視聴中の番組に対するユーザの録画傾向度が所定値より低いと判定された場合には、前
記記録装置の動作状態レベルを所定量より消費電力量が小さい動作状態レベルに設定する
制御を行う制御ステップと、を有する。
【発明の効果】
【００１２】
　以上説明したように、本発明の記録制御装置及び記録制御装置の制御方法によれば、即
時録画における録画開始時間を短縮するとともに、記録装置の消費電力を低減することが
可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　（実施例１）
　以下、図面を参照して、本発明を実施するための最良の形態について、例示的に詳しく
説明する。但し、本実施例及び後述する他の実施例に記載されている構成部品の機能、形
状、その相対的配置などは、特定的な記載が無い限りは、本発明の範囲をそれらのみに限
定する趣旨のものではない。また、以下の説明で一度説明した構成や部品についての機能
、形状などは、特に改めて記載しない限り、当初の説明と同様のものであるとする。
【００１４】
　図１は、本発明を適用できるデジタルテレビを含む記録制御システムとしての構成を示
す図である。最初に、記録制御装置としてのデジタルテレビ１２１の構成を説明する。な
お、本実施例では、記録制御装置としてデジタルテレビを用いることとするが、本発明に
おける記録制御装置はデジタルテレビに限定されるものではない。
【００１５】
　まず、外部に設けられたアンテナ１００により受信された放送信号は、アンテナケーブ
ルを介して、デジタルテレビ１２１に設けられたチューナ１０１に入力される。チューナ
１０１は、入力された信号に対して復調、誤り訂正等の処理を施し、トランスポートスト
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リームデータ（以下、ＴＳと記す）を生成する。更に、生成したＴＳをデスクランブラ１
０２に出力する。
【００１６】
　デスクランブラ１０２は、有料放送などにおいて、スクランブル処理をかけられて伝送
されたＴＳのスクランブルを解くための処理を行う。なお、スクランブル処理がかけられ
ていないＴＳが入力された場合、デスクランブラ１０２はそのままデマルチプレクサ１０
３へＴＳを出力する。
【００１７】
　デマルチプレクサ１０３は、映像や音声などの複数のストリームが多重されたＴＳから
、必要なストリームを抽出する処理を実行する。通常、ＴＳには複数のチャンネル分の映
像データ、音声データ、及び番組情報データ等が時分割多重されている。映像データ及び
音声データは、それぞれＰＥＳ（Ｐａｃｋｅｔｉｚｅｄ　Ｅｌｅｍｅｎｔａｒｙ　Ｓｔｒ
ｅａｍ）と称されるパケット化された圧縮符号化データ形式となっている。そこで、デス
クランブラ１０２はＴＳの中から、ユーザが選択するなどした番組の映像ＰＥＳ、音声Ｐ
ＥＳを抽出する。また、番組情報データは、セクション形式のデータとなっている。従っ
て、デマルチプレクサ１０３が抽出した映像ＰＥＳ、音声ＰＥＳ、番組情報セクションデ
ータは、それぞれビデオデコーダ１１１、オーディオデコーダ１１０、番組情報デコーダ
１１２に出力される。
【００１８】
　なお、ユーザによる番組の選択は、リモコン１０５から発行された信号を受光部１０４
で受け取り、操作部１０９を介してシステム制御部１０６に伝えられることで実行される
。もちろん、リモコン１０５を利用せずに、ユーザが直接操作部１０９を操作することも
可能であるし、システム制御部１０６が所定の情報に基づいて、自動的に番組を選択する
ことも可能である。
【００１９】
　本実施例におけるＴＳはパケット単位で構成されており、パケットの先頭部分にはビデ
オ、オーディオ、データの種別を識別するためのＰＩＤ（Ｐａｃｋｅｔ　Ｉｄｅｎｔｉｆ
ｉｅｒ）が付加されている。
【００２０】
　ビデオデコーダ１１１は、映像ＰＥＳの復号処理を実行するデコーダである。デマルチ
プレクサ１０３から出力される映像ＰＥＳはＭＰＥＧなどの符号化処理が施されている。
そこで、ビデオデコーダ１１１がデマルチプレクサ１０３から出力された映像ＰＥＳに対
して復号処理を施し、復号した映像データを映像処理部１１５に出力する。
【００２１】
　オーディオデコーダ１１０は、音声ＰＥＳの復号処理を実行するデコーダである。デマ
ルチプレクサ１０３から出力される音声ＰＥＳも映像ＰＥＳと同じく、ＭＰＥＧなどの符
号化処理が施されている。そこで、オーディオデコーダ１１０が音声ＰＥＳに対して復号
処理を施し、復号した音声データをＤＡＣ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｎａｌｏｇ　Ｃｏｎｖｅ
ｒｔｅｒ）１１３へ出力する。
【００２２】
　ＤＡＣ１１３は、音声データに対して、Ｄ／Ａ（Ｄｉｇｉｔａｌ／Ａｎａｌｏｇ）変換
処理を施し、アナログ音声信号を音声出力部１１４に出力する。音声出力部１１４は、ス
ピーカ１１９等へアナログ音声信号を出力する。
【００２３】
　番組情報デコーダ１１２は、番組情報セクションデータをデコードして所望の情報を取
得し、表示画面構成部１１６、ＵＩ画面構成部１１８、及び、映像処理部１１５へ出力す
る。
【００２４】
　番組情報データには、主に、社団法人電波産業会標準規格（ＡＲＩＢ　ＳＴＤ－Ｂ１０
）「デジタル放送に使用する番組配列情報」に従ったＳＤＴ（Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｄｅｓｃ
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ｒｉｐｔｉｏｎ　Ｔａｂｌｅ）、ＥＩＴ（Ｅｖｅｎｔ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｔａｂ
ｌｅ）、ＴＯＴ（Ｔｉｍｅ　Ｏｆｆｓｅｔ　Ｔａｂｌｅ）等のデータが含まれている。
【００２５】
　ＳＤＴには、放送チャンネルに相当するサービス名、サービス提供者等の情報が含まれ
ている。ＥＩＴには、番組に相当するイベント名、イベントの開始時刻、継続時間等に関
する情報が含まれている。ＴＯＴには、現在の日付時刻に関する情報が含まれている。
【００２６】
　映像処理部１１５は、ビデオデコーダ１１１から入力された映像データと、番組情報デ
コーダ１１２から入力された番組情報とに基づいて映像調整処理を施し、調整した映像デ
ータを表示画面構成部１１６へ出力する。
【００２７】
　ＵＩ（Ｕｓｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）画面構成部１１８は、番組情報デコーダ１１２
から入力された番組情報データに基づいて、ＥＰＧ（Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｐｒｏｇｒ
ａｍ　Ｇｕｉｄｅ）などのＵＩ画面データを構成し、表示画面構成部１１６へ出力する。
【００２８】
　表示画面構成部１１６は、映像処理部１１５、ＵＩ画面構成部１１８から入力された映
像データやＵＩ画面データをリモコン１０５等からの操作に応じて切り替えたり、合成す
るなどしたりして、映像出力部１１７へ出力する。
【００２９】
　映像出力部１１７は、表示装置１２０の表示解像度、表示色数、リフレッシュレートに
適した表示データに変換して、所定のタイミングで映像データやＵＩ画面データを表示装
置１２０へ出力する。
【００３０】
　システム制御部１０６は、デジタルテレビ１２１の各構成要素を統括的に制御すること
が可能である。
【００３１】
　また、システム制御部１０６には録画処理部１０７が接続されている。録画処理部１０
７は現在視聴中の番組を接続された録画機１２２で録画したり、表示画面構成部１１６で
構成されたＥＰＧからの録画予約をしたりするため、外部ＩＦ部１０８に録画や録画予約
などのコマンドを送る機能を有する。なお、録画処理の詳細については後述する。
【００３２】
　外部ＩＦ部１０８は、所定の通信方式を用いて、システム制御部１０６や録画処理部１
０７と録画機１２２との間でデータを通信可能とするためのインタフェース機能を提供す
る。また、録画機１２２から入力された映像データや音声データを映像出力部１１７や音
声出力部１１４へ転送する機能を有する。
【００３３】
　以上が、デジタルテレビ１２１の構成である。なお、本実施例のデジタルテレビ１２１
は、表示装置１２０及びスピーカ１１９を一体とした構成で開示しているが、表示装置１
２０及び／またはスピーカ１１９をデジタルテレビ１２１と別体で構成しても良い。
【００３４】
　続いて、図２を用いて、記録装置としての録画機１２２の構成を説明する。図１に示し
たように、録画機１２２は、デジタルテレビ１２１に設けられた外部ＩＦ部１０８に対し
て、所定の通信方式を利用して各種データの通信が可能なように接続されている。
【００３５】
　録画機１２２はＨＤＤ２０４にアンテナからチューナ２０１を介して受信した放送信号
に基づく番組の映像データなどを録画することが可能である。つまりＨＤＤ２０４は映像
データを蓄積可能な蓄積部である。また、録画機１２２は小規模な蓄積部として、フラッ
シュＲＯＭ２０６も備えている。システム制御部２０２は、録画機１２２の各構成要素を
統括的に制御することが可能である。また、後述する動作状態の制御を実行するのもシス
テム制御部２０２である。
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【００３６】
　記録再生制御部２０３は、チューナ２０１から入力された映像データや音声データをＨ
ＤＤ２０４へ蓄積するための制御を行う。また、ＨＤＤ２０４に蓄積されている映像デー
タや音声データを出力し、外部ＩＦ部２０５を介してデジタルテレビ１２１へ出力する制
御を行う。
【００３７】
　ＵＩ画面構成部２０７は、デジタルテレビ１２１のＵＩ画面構成部１１８と同様の機能
を有する。即ち、番組情報デコーダ（不図示）から入力された番組情報データに基づいて
、ＥＰＧ（Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｐｒｏｇｒａｍ　Ｇｕｉｄｅ）などのＵＩ画面データ
を構成し、外部ＩＦ部２０５へ出力する。
【００３８】
　なお、一般的な録画機としてのＨＤＤレコーダには、上述した構成要素以外にもデマル
チプレクサや各種デコーダなど多数の構成要素が存在することになるが、本実施例におい
ては本発明に関連する構成要素のみを記載することとする。但し、本発明は図２に示した
構成を有するＨＤＤレコーダに限定されるものではない。
【００３９】
　続いて、図３を参照して、デジタルテレビ１２１に設けられた録画処理部１０７の構成
と、録画処理部１０７が実行する各種制御動作について説明する。
【００４０】
　図３は、録画処理部１０７の詳細な構成を示す機能ブロック図である。録画処理部１０
７は、システム制御部１０６と各種情報の伝達を行う。
【００４１】
　録画情報管理部３０１は、システム制御部１０６から番組情報と録画情報を取得し、管
理する。番組情報とは番組情報デコーダ１１２が出力した番組情報に相当するものである
。ここでは、番組情報とはデジタルテレビ１２１で選局している、つまりユーザが視聴し
ている番組の番組名、出演者、ジャンル、番組説明といった情報である。また、録画情報
とは、ユーザが番組録画に際して、録画を指示した番組に関する番組情報の他、番組の検
索に使用したキーワードやジャンルといった情報である。
【００４２】
　番組情報管理部３０１の出力は、傾向情報生成部３０２及び傾向度判定部３０４へ入力
される。どのような情報が出力されるかについては後述する。
【００４３】
　傾向情報生成部３０２はユーザの録画傾向に関する情報を生成する制御を実行する。従
って、傾向情報生成部３０２には、番組情報管理部３０１で管理されている番組情報や、
録画情報が入力される。なお、傾向情報生成部３０２に出力される番組情報や録画情報は
、ユーザ自らが所望した録画番組に対応するものが好適である。つまり、これらの情報を
利用することで、ユーザがどのような出演者やタイトル、ジャンルの番組を好んで録画し
ようとしているのかを把握することができる。また、傾向情報生成部３０２は、外部ＩＦ
部１０８と外部機器制御部３０５を介して、録画機１２２からもユーザの録画傾向に関す
る情報を取得することが可能である。ユーザは、デジタルテレビ１２１だけでなく、録画
機１２２を操作して番組を録画することが可能である。即ち、録画機１２２もユーザが望
んで録画した番組の番組情報や、ユーザが自動録画のために設定したキーワードなどの録
画情報といった、ユーザの録画の嗜好や履歴に関する情報を収集することができる。従っ
て、録画機１２２が有する番組情報や録画情報を傾向情報生成部３０２が取得することに
より、ユーザの録画傾向度に関する精度の高い情報の生成が可能となる。なお、傾向情報
生成部３０２が生成するユーザの録画傾向度に関する情報は、ユーザによる過去の録画履
歴などの経験情報であっても良いし、また、任意のアルゴリズムを用いてユーザの特性を
評価することで得られるような嗜好情報であっても良い。また、これらを組み合わせて生
成する情報であっても良い。
【００４４】
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　なお、録画機１２２からの番組情報及び録画情報の取得方法については、情報を取得す
ることが可能な各種の方法を適用することができる。本発明は、情報の取得方法によって
限定されるものではない。
【００４５】
　傾向情報生成部３０２は、システム制御部１０６及び録画機１２２から取得した番組情
報や録画情報を用いて、ユーザの録画傾向情報に相当する傾向情報データベースを生成す
る。さらに、傾向情報生成部３０２は生成した傾向情報データベースを傾向情報記憶部３
０３へ出力する。
【００４６】
　なお、傾向情報生成部３０２は、傾向情報データベースを生成した後であっても、ユー
ザの録画情報や番組情報を取得した場合は、取得した最新の情報を用いて常に録画傾向情
報を生成し、傾向情報データベースを更新するための処理を実行する。
【００４７】
　傾向情報記憶部３０３は、傾向情報生成部３０２から出力された傾向情報データベース
を格納する。
【００４８】
　傾向度判定部３０４は、番組情報管理部３０１から入力される番組情報と、傾向情報記
憶部３０３に格納された傾向情報データベースを用いて、ユーザが現在視聴している所定
の番組の録画傾向度を判定する。傾向度判定部３０４が判定する傾向度は、ユーザが現在
視聴している番組を録画する可能性を示す録画傾向度である。
【００４９】
　傾向度判定部３０４における判定処理を図４に示すフローチャートを用いて説明する。
【００５０】
　まずステップＳ４０１で傾向度判定部３０４は、ユーザの録画傾向度を判定するために
、現在ユーザが視聴している番組の番組情報を番組情報管理部３０１から取得する。番組
情報とは、ＥＩＴなどに含まれる番組名、出演者、ジャンルなどの情報である。
【００５１】
　次に、ステップＳ４０２では、傾向度判定部３０４が、傾向情報記憶部３０３に格納さ
れた傾向情報データベースを参照する。
【００５２】
　続いて、ステップＳ４０３では、傾向度判定部３０４が、ステップＳ４０１で取得した
番組情報と、ステップＳ４０２で参照した傾向情報データベースとを用いて、ユーザが現
在視聴している番組の録画傾向度を判定する。ステップＳ４０３における傾向度判定は、
傾向度を判定する対象の番組、つまりユーザが視聴中の番組が、どの程度、ユーザの録画
傾向に合致しているかを判定し、判定結果を数値化するものである。なお、傾向度判定部
３０４における判定アルゴリズムは如何なる手法であってもよく、判定アルゴリズムによ
って本発明は限定されるものではない。
【００５３】
　次に、ステップＳ４０４では、傾向度判定部３０４はステップＳ４０３において判定し
た判定結果を外部機器制御部３０５へ出力する。
【００５４】
　以上が、傾向度判定部３０４で実行される制御である。なお、ザッピングなどのように
、ユーザが視聴目的ではなく、視聴する番組を探索する目的でチャンネルを切り替えるケ
ースが多々ある。この場合、ユーザが視聴目的で選局しているわけではないので、その都
度傾向度判定処理を実行するのは効率的ではない。また、後述する動作状態レベルの制御
においても、短時間で制御形態が変わることになり、やはり効率的ではない。
【００５５】
　そのため、本実施例ではユーザがある一定時間以上、チャンネルの選局動作を行ってい
ないことを判定した上で、傾向度判定処理を実行するものとする。具体的には、ユーザが
一定時間以内にチャンネルの選局を行っている場合は、番組情報管理部３０１が傾向度判
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定部３０４への番組情報の出力を停止する制御を実行する。
【００５６】
　次に、外部機器制御部３０５が実行する制御について説明を行う。外部機器制御部３０
５は、傾向度判定部３０４で判定した傾向度に基づいて、録画機１２２を制御するための
コマンドを発行する機能を有する。具体的に、外部機器制御部３０５は、録画機１２２の
動作状態レベルを制御するためのコマンドを発行する。
【００５７】
　また、外部機器制御部３０５は、デジタルテレビ１２１に対するユーザの操作に応じて
、システム制御部１０６から録画機１２２に対する操作命令を受け取り、操作命令に応じ
たコマンドを録画機１２２に発行する制御も行う。ユーザの操作とは、例えば録画開始操
作、録画予約操作、録画予約取り消し操作、録画停止操作、再生操作などである。
【００５８】
　さて、上述したように、録画機１２２は、動作状態によって録画開始までに要する時間
に差が生じる。そこで、本実施例では、ユーザが視聴中の番組を録画する可能性を傾向度
判定部３０４で判定し、その判定結果を用いて、外部機器制御部３０５が録画機１２２の
動作状態をコントロールする。
【００５９】
　図５は、録画機１２２における動作状態と、各動作状態における消費電力量及び録画開
始までに要する時間の相関関係を示した概念図である。状態１から状態７まで示した各状
態は、録画機１２２で設定された動作状態レベルを示している。各動作状態レベルがどの
ような動作状態であるかは、図５の動作状態欄に記載してある。
【００６０】
　また、状態１から状態７のそれぞれに関連して、各動作状態レベルにおける録画機１２
２の消費電力量が示してある。状態７が最も消費電力量が少なく、状態１になるにつれて
消費電力量が増大していくことになる。例えば、録画機１２２の最低限必要な構成要素の
みに電力を供給している状態６「スタンバイ状態」の場合は、消費電力量は少ない。しか
し、全ての構成要素に電力を供給している状態である状態１「完全な電源ＯＮ状態」の場
合は、最も消費電力量が多くなる。
【００６１】
　また、状態１から状態７のそれぞれに関連して、各動作状態レベルの場合に録画指示が
入力された場合、録画指示を受けてから録画が開始可能となるまでの所要時間も示してあ
る。電源ＯＦＦ状態である状態７の場合は、録画開始までの所要時間が最も長く、電源Ｏ
Ｎ状態である状態１の場合は、録画開始までの所要時間が最も短いことを示している。
【００６２】
　例えば、ユーザが視聴中の番組を録画する場合の動作を考える。まず、ユーザがリモコ
ン１０５により録画操作を行うと、その操作内容は受光部１０４、操作部１０９、システ
ム制御部１０６、録画処理部１０７、外部ＩＦ部１０８、を経て録画機１２２へ録画開始
コマンドが送られる。録画機１２２のシステム制御部２０２が録画開始コマンドを受取っ
てから、実際に録画動作が開始されるまでの時間は、録画機１２２が状態１から状態７の
どの状態をとっているかで異なる。つまり、録画開始までの所要時間は、状態１から状態
７のそれぞれの状態において、録画動作に必要な各部や機能に通電やシステムの起動・初
期化などを実行して、録画が可能となるまでの時間である。
【００６３】
　本実施例では、状態１が完全な電源ＯＮ状態、状態２が録画開始準備完了状態であるた
め、録画開始までの時間は最短となる（録画開始までが早い）。状態３については副記憶
装置であるフラッシュＲＯＭ２０６がＯＮ状態であるため、フラッシュＲＯＭに録画すれ
ば、録画開始までの時間は状態１よりやや遅い程度である。逆に状態７は完全な電源ＯＦ
Ｆ状態であるため、録画開始までの時間は最長となる。
【００６４】
　以上、録画機１２２の動作状態レベルと、それぞれの動作状態レベルにおける消費電力



(10) JP 4921211 B2 2012.4.25

10

20

30

40

50

量及び録画開始までの所要時間の関係について説明をした。しかし、本発明における録画
機１２２の動作状態として、状態１から状態７までの７段階も存在している必要はない。
本発明は２種類以上の動作状態レベル、即ち、電源ＯＦＦ状態と電源ＯＮ状態を有する録
画機であれば、後述する外部機器制御部３０５の制御を実行することが可能である。但し
、録画機１２２に一切の電力供給がなされていない状態、つまり、電力供給コンセントな
どと録画機１２２が接続されていない状態は、本発明における動作状態に含まない。何故
なら、そのような状態ではそもそも録画機１２２の如何なる動作も実現不可能であるから
である。
【００６５】
　以上の内容を踏まえて、外部機器制御部３０５が実行する制御について、図６に示すフ
ローチャートと、図７に示す録画機１２２の動作状態レベルと傾向度の関係を示す概念図
を用いて説明を行う。図７は上述した図５にさらに傾向度の情報を加味した図であり、消
費電力や所要時間は図５と同一であるものとする。また、図７に示す録画機１２２の各動
作状態レベルと録画傾向度の関係は設定テーブル（設定情報）として、外部機器制御部３
０５が任意の記憶部に保持するものとする。
【００６６】
　なお、本実施例では、傾向度判定部３０４が判定した数値化された傾向度において、最
も傾向度が高い値を１００とし、最も傾向度が低い値を０とする。さらに、傾向度の範囲
を録画機１２２のそれぞれの動作状態レベルに対応させて予め設定してあるものとする。
なお、動作状態に対応させた傾向度の数値範囲の設定は、ユーザが手動で行っても良いし
、外部機器制御部３０５が録画機１２２の動作状態レベルに関する情報を取得し、取得し
た動作状態に関する情報を利用して自動で設定しても良い。
【００６７】
　まず、図６のステップＳ６０１では、外部機器制御部３０５が傾向度判定部３０４で判
定された傾向度の判定結果（判定値）を取得する。ここでは、取得した傾向度判定値を７
４とする。つまり、ユーザが現在視聴している番組に対する録画傾向度を０から１００の
範囲において、７４という値で表現していることになる。
【００６８】
　次に、ステップＳ６０２において、外部機器制御部３０５は動作状態と傾向度の設定テ
ーブルを用いて、ステップＳ６０１で取得した傾向度判定値と、動作状態レベルに対応す
る傾向度範囲とを比較する。つまり、傾向度判定値が７４の場合、録画機１２２のどの動
作状態レベルに対応するかを外部機器制御部３０５が決定する処理である。
【００６９】
　続いて、ステップＳ６０３では、外部機器制御部３０５は、外部ＩＦ部１０８を介して
、録画機１２２から現在の録画機１２２の動作状態に関する情報を取得する。
【００７０】
　次に、ステップＳ６０４では、外部機器制御部３０５は、ステップＳ６０２で決定した
傾向度判定値に対応する動作状態レベルと、ステップＳ６０３で取得した現在の録画機１
２２の動作状態に関する情報とを比較する。
【００７１】
　ステップＳ６０４の比較の結果、傾向度判定値に対応する動作状態レベルと、現在の録
画機１２２の動作状態レベルとが合致していると外部機器制御部３０５が判定した場合は
本処理を終了する。また、傾向度判定値に対応する動作状態レベルと、現在の録画機１２
２の動作状態レベルとが合致していないと外部機器制御部３０５が判定した場合は、ステ
ップＳ６０５へ処理を移行する。
【００７２】
　ステップＳ６０５では、外部機器制御部３０５は外部ＩＦ部１０８を介して、録画機１
２２に対して動作状態を変更するための制御コマンドを発行する。具体的には、録画機１
２２が傾向度判定値に基づいて決定した動作状態レベルとなるように、動作状態レベルを
指定するコマンドの発行を行う。このコマンドを受信した録画機１２２のシステム制御部
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２０２は、コマンドで指定された動作状態レベルとなるように、録画機１２２の動作状態
をコントロールする。つまり、システム制御部２０２は動作状態を変更する変更手段とし
て機能する。
【００７３】
　例えば、録画機１２２の動作状態レベルが状態４である場合には、録画機１２２のシス
テム制御部２０２は録画機１２２の動作状態レベルを、傾向度判定値に対応する状態２に
変更するように録画機１２２を制御する。また、録画機１２２の動作状態レベルが状態１
である場合には、録画機１２２のシステム制御部２０２は録画機１２２の動作状態レベル
を、状態２に変更するように録画機１２２を制御する。以上で、外部機器制御部３０５に
おける傾向度に基づく動作状態制御の説明を終了する。この処理フローは番組情報管理部
３０１が傾向度判定部３０４へ、ユーザが視聴中の番組に関する番組情報を出力した時点
で実行するものとする。
【００７４】
　なお、ステップＳ６０３において、外部機器制御部３０５が録画機１２２の現在の動作
状態レベルを取得する処理を実行したが、この処理は、ステップＳ６０３よりも前の時点
で実行してもよい。
【００７５】
　また、上述した処理フローでは、ステップＳ６０４において動作状態を指定するコマン
ドの発行の要否を判定したが、この制御は必ずしも必要ではない。つまり、同一の動作状
態レベルであっても、外部機器制御部３０５が録画機１２２に対して、傾向度に基づく動
作状態レベルを指定するコマンドを発行する。そのコマンドを受信した録画機１２２のシ
ステム制御部２０２が、動作状態レベルが同一であるか否かを判定し、動作状態レベルの
変更制御の要否を判定することも可能である。このような処理形態を採用する場合は、ス
テップＳ６０３における録画機１２２の現在の動作状態レベルに関する情報の取得は不要
となる。
【００７６】
　以上、実施例１として本発明の好適な実施形態を説明した。本実施例では、ユーザが視
聴している番組に対する録画傾向度に基づいて、デジタルテレビ１２１が録画機１２２の
動作状態を制御する構成としている。そのため、録画機１２２が取り得るいくつかの動作
状態レベルをユーザの録画傾向度に基づいて、最適にコントロールすることができる。
【００７７】
　その結果、録画傾向度の高い番組については、録画開始までの所要時間を短縮すること
ができ、ユーザが視聴中の番組の録画を所望した場合にも、即時録画における録画開始時
間を短縮することが可能となる。また同時に、傾向度が低い番組を視聴中であれば、録画
機１２２の動作状態レベルを消費電力量がより少ない動作状態レベルに変更することが可
能であるため、録画機１２２の待機状態における消費電力を低減することが可能となる。
特に、背景技術に記載したような常時待機状態である録画機に比べて、消費電力を節減す
ることが可能となる。
【００７８】
　（実施例２）
　続いて、本発明を適用したデジタルテレビ１２１における第２の実施例について説明を
行う。上述した実施例１では、ユーザが視聴中の番組に対応する番組情報を用いて、その
番組の録画傾向度を判定し、録画傾向度に基づいて録画機１２２の動作状態の制御を実行
した。対して、本実施例では、ユーザが視聴中の番組の画質情報と番組放送時間情報も加
味して、録画機１２２の動作状態の制御を実行する。画質情報は、ユーザが視聴中の番組
がＨＤ（Ｈｉｇｈ　Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ）画質であるのか、ＳＤ（Ｓｔａｎｄａｒｄ　
Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ）画質であるのか、といった情報である。番組の画質に関する情報
は上述した番組情報に含まれている。また、番組放送時間情報は、ユーザが視聴中の番組
の残り時間である。番組の残り時間とは、当該番組の放送終了時刻から現在時刻を減じる
ことで求めることができる。なお、番組の放送終了時刻情報も番組情報に含まれている。
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【００７９】
　記録制御装置としてのデジタルテレビ１２１の構成及び記録装置としての録画機１２２
の構成は図１、図２で示したものと同様であるため、説明は省略する。但し、図３で示し
たデジタルテレビ１２１の録画処理部１０７には、図３で示した各構成要素に加え、録画
データ量算出部８０１が設けられている。本実施例の録画処理部１０７の構成を図８とし
て示す。
【００８０】
　録画データ量算出部８０１は、番組情報管理部３０１からの入力を受けるように構成さ
れている。また、録画データ量算出部８０１からの出力は外部機器制御部３０５へ入力さ
れるように構成されている。録画データ量算出部８０１には、ユーザが視聴中の番組の画
質情報と放送終了時刻情報とが番組情報管理部３０１から入力される。これらの情報が番
組情報管理部３０１から入力されるタイミングは、番組情報管理部３０１が傾向度判定部
３０４への番組情報の出力を行うタイミングと同じである。また、録画データ量算出部８
０１は現在時刻の情報を常時取得することが可能なように構成されている。
【００８１】
　番組情報管理部３０１から画質情報及び番組終了時刻情報の入力を受けた録画データ量
算出部８０１は、現在時刻と番組終了時刻情報とを用いて、当該番組の残り放送時間を算
出する。さらに、録画データ量算出部８０１は、残り放送時間と画質情報とから、その番
組を録画した場合の録画データ量を算出する。なお、録画データ量は録画機１２２での録
画画質や符号化方式などの設定によって変動するが、本実施例では録画画質や符号化方式
は予め設定されてあるものとする。また、録画画質や符号化方式を録画機１２２に対して
指示することが可能であるものとする。
【００８２】
　外部機器制御部３０５は、傾向度判定部３０４で算出された傾向度判定値と、録画デー
タ量算出部８０１で算出された録画データ量とを用いて、録画機１２２の動作状態レベル
の制御を実行する。なお、外部機器制御部３０５が保持している録画機１２２の各動作状
態レベルと傾向度の関係テーブルは上述した図７と同様である。
【００８３】
　次に、外部機器制御部３０５が実行する処理フローについて、図を用いて説明する。図
９は、外部機器制御部３０５が実行する処理フローである。なお、前提として録画機１２
２のＨＤＤ２０４及びフラッシュＲＯＭ２０６のいずれにも番組映像の録画が可能である
ものとする。
【００８４】
　まず、ステップＳ９０１では、外部機器制御部３０５は、傾向度判定部３０４から傾向
度判定値を取得する。この処理は上述した実施例１におけるステップＳ６０１と同様であ
る。
【００８５】
　次に、ステップＳ９０２では、外部機器制御部３０５は、録画データ量算出部８０１で
算出された視聴中の番組に関する録画データ量を取得する。録画データ量の算出は上述し
た通りである。
【００８６】
　続いて、ステップＳ９０３では、外部機器制御部３０５は、外部ＩＦ部１０８を介して
、録画機１２２の動作状態に関する情報と、ＨＤＤ２０４及びフラッシュＲＯＭ２０６の
録画可能容量に関する情報を取得する。
【００８７】
　続いて、ステップＳ９０４では、外部機器制御部３０５は、動作状態と傾向度の関係テ
ーブルを用いて、ステップＳ９０１で取得した傾向度判定値と、動作状態レベルに対応す
る傾向度範囲とを比較する。なお、本実施例では傾向度判定値を７４とする。
【００８８】
　ステップＳ９０５では、ステップＳ９０４での比較によって得られる傾向度判定値に対



(13) JP 4921211 B2 2012.4.25

10

20

30

40

50

応する動作状態レベルが状態２または状態３であるかを判定する。状態２はＨＤＤ２０４
にすぐに録画できる状態であり、状態３はフラッシュＲＯＭ２０６にすぐに録画できる状
態である。つまり、ステップＳ９０５は傾向度判定値がＨＤＤ２０４又はフラッシュＲＯ
Ｍ２０６のいずれか一方にすぐに録画可能状態とする必要がある範囲の値であるか否かを
判定するステップである。この判定の結果がＹＥＳの場合はステップＳ９０６へ移行し、
ＮＯの場合はステップＳ９０７へ移行する。
【００８９】
　ステップＳ９０６では、外部機器制御部３０５は録画データ量算出部８０１が算出した
データ量と、ステップＳ９０３で取得したＨＤＤ２０４及びフラッシュＲＯＭ２０６の録
画可能容量の比較を行う。
【００９０】
　続いて、ステップＳ９０７では、外部機器制御部３０５は録画機１２２の動作状態レベ
ルを決定する。外部機器制御部３０５は、ステップＳ９０６の判定において、ユーザが視
聴中の番組を即時録画した場合でも、その録画データ量がフラッシュＲＯＭ２０６の録画
可能容量よりも少ない場合はフラッシュＲＯＭ２０６に録画する。つまり、外部機器制御
部３０５は録画機１２２の動作状態レベルを状態３として決定する。対して、ユーザが視
聴中の番組を即時録画した場合に、録画データ量がフラッシュＲＯＭ２０６の録画可能容
量よりも多く、ＨＤＤ２０４の録画可能容量よりも少ない場合は、ＨＤＤ２０４に録画す
るものとする。つまり、外部機器制御部３０５は録画機１２２の動作状態レベルを状態２
として決定する。
【００９１】
　なお、本実施例では、ＨＤＤ２０４の録画可能容量がフラッシュＲＯＭ２０６の録画可
能容量よりも多いことを前提として説明しているが、この前提は本発明において必須の前
提ではない。上述したように、状態２と状態３を比較すると、状態３の方が消費電力量は
少ない。本発明は消費電力量をなるべく少なくするように録画機１２２の動作状態レベル
を制御するものである。そのため、仮にＨＤＤ２０４の録画可能容量がフラッシュＲＯＭ
２０６の録画可能容量よりも少ない場合であっても、データ量がフラッシュＲＯＭ２０６
の録画可能容量よりも少なければ、外部機器制御部３０５は動作状態レベルを３とする。
【００９２】
　また、ステップＳ９０５の判断の結果、ＮＯだった場合には傾向度に応じた動作状態レ
ベルが状態２または状態３のいずれでも無いことになるので、実施例１と同様、傾向度に
応じた動作状態レベルに決定する。例えば、傾向度判定値が状態５に対応するようなケー
スである。
【００９３】
　次に、ステップＳ９０８では外部機器制御部３０５は、ステップＳ９０７にて決定した
動作状態レベルと、ステップＳ９０３で取得した録画機１２２の動作状態レベルが合致し
ているか否か判定を行う。なお、この判定処理は実施例１のステップＳ６０４で行う判定
と同様である。
【００９４】
　ステップＳ９０８での判定の結果、録画機１２２の動作状態レベルとステップＳ９０７
で決定した動作状態レベルが異なっていれば、外部機器制御部３０５は録画機１２２に対
してステップＳ９０７で決定した動作状態レベルとするためのコマンドを発行する。具体
的には、録画機１２２がステップＳ９０７で決定した動作状態レベルとなるように、動作
状態レベルを指定するコマンドの発行を行う。このコマンドを受信した録画機１２２のシ
ステム制御部２０２は、コマンドで指定された動作状態レベルとなるように、録画機１２
２の動作状態を変更する制御を行う。また、動作状態レベルが合致している場合は、その
まま処理を終了する。
【００９５】
　なお、ステップＳ９０１からステップＳ９０３にかけて、外部機器制御部３０５は各種
の情報を取得したが、これらの取得順序は説明した順序に限定されるものではない。また
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、実施例１と同様に、動作状態を指定するコマンドの発行の要否を制御したが、この制御
は必ずしも必要ではない。その理由は実施例１でも記載したのでここでは記載を省略する
。
【００９６】
　以上、実施例２として本発明の好適な実施形態を示した。本実施例では、ユーザが視聴
している番組に対する録画傾向度とその番組の画質情報及び放送の残り時間情報、さらに
録画機１２２に複数設けられた蓄積部の録画可能容量とに基づいて、デジタルテレビ１２
１が録画機１２２の動作状態を制御する構成としている。そのため、録画機１２２が取り
得るいくつかの動作状態レベルをユーザの録画傾向度などに基づいて、最適にコントロー
ルすることができる。
【００９７】
　その結果、録画傾向度の高い番組については、録画開始までの所要時間を短縮すること
ができ、ユーザが視聴中の番組の録画を所望した場合にも、即時録画における録画開始時
間を短縮することが可能となる。また同時に、傾向度が低い番組を視聴中であれば、録画
機１２２の動作状態レベルを消費電力量がより少ない動作状態レベルに変更することが可
能であるため、録画機１２２の待機状態における消費電力を低減することが可能となる。
特に、背景技術に記載したような常時待機状態である録画機に比べて、消費電力を節減す
ることが可能となる。
【００９８】
　また、ＨＤＤ２０４を起動するのが必要な傾向度に判定されたとしても、ユーザが視聴
中の番組を即時録画した場合のデータ量を算出することで、より消費電力量の少ない状態
の選択も可能としている。つまり、複数の蓄積部が存在する場合には、視聴中の番組を録
画することが可能な容量があることを条件に、即時に録画可能な状態であって、かつ消費
電力量が少ない動作状態に対応する動作状態レベルに決定する。従って、実施例１よりも
更なる消費電力量の節減を図ることが可能となる。
【００９９】
　なお、本実施例では、図９で示した処理をユーザが番組の視聴を一定時間行った場合に
実行することとしていた。しかし、番組の放送残り時間は視聴の継続とともに変化するた
め、結果として録画データ量算出部８０１が算出する録画データ量も変化する。即ち、視
聴時間が経過することで、動作状態レベルが状態２から状態３へ変動することも発生し得
る。そこで、デジタルテレビ１２１では録画データ量算出部８０１が実行する処理と、図
９に示した処理とを定期的に実行する。これにより、より精度の高い動作状態レベルの制
御が可能となる。
【０１００】
　（その他の実施例）
　上述した実施例１及び実施例２は、視聴中の番組に関して制御を実行していた。しかし
ながら、視聴中の番組のみならず、その時間帯に視聴可能な複数の所定番組の番組情報を
用いて、最も録画傾向度が高い番組の傾向度判定値を利用して、録画機１２２の動作状態
レベルを制御するように構成することもできる。つまり、本発明は視聴中の番組に限らず
、本発明を実行することが好適な所定の番組に関して、録画傾向度を判定すれば良い。
【０１０１】
　また、実施例１及び実施例２で説明した、視聴中の番組に関する制御モードと、ある時
間帯に視聴可能な全ての番組の番組情報を用いる上記制御モードと、いずれの制御も実行
しないモードとを、ユーザが任意に選択可能とするように構成することも可能である。
【０１０２】
　また、上述の各実施例は、システム或は装置のコンピュータ（或いはＣＰＵ、ＭＰＵ等
）によりソフトウェア的に実現することも可能である。
【０１０３】
　従って、上述の各実施例をコンピュータで実現するために、該コンピュータに供給され
るコンピュータプログラム自体も本発明を実現するものである。つまり、上述の各実施例
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の機能を実現するためのコンピュータプログラム自体も本発明の一つである。
【０１０４】
　なお、上述の各実施例を実現するためのコンピュータプログラムは、コンピュータで読
み取り可能であれば、どのような形態であってもよい。例えば、オブジェクトコード、イ
ンタプリタにより実行されるプログラム、ＯＳに供給するスクリプトデータ等で構成する
ことができるが、これらに限るものではない。
【０１０５】
　上述の各実施例を実現するためのコンピュータプログラムは、記憶媒体又は有線／無線
通信によりコンピュータに供給される。プログラムを供給するための記憶媒体としては、
例えば、フレキシブルディスク、ハードディスク、磁気テープ等の磁気記憶媒体、ＭＯ、
ＣＤ、ＤＶＤ等の光／光磁気記憶媒体、不揮発性の半導体メモリなどがある。
【０１０６】
　有線／無線通信を用いたコンピュータプログラムの供給方法としては、コンピュータネ
ットワーク上のサーバを利用する方法がある。この場合、本発明を形成するコンピュータ
プログラムとなりうるデータファイル（プログラムファイル）をサーバに記憶しておく。
プログラムファイルとしては、実行形式のものであっても、ソースコードであっても良い
。
【０１０７】
　そして、このサーバにアクセスしたクライアントコンピュータに、プログラムファイル
をダウンロードすることによって供給する。この場合、プログラムファイルを複数のセグ
メントファイルに分割し、セグメントファイルを異なるサーバに分散して配置することも
可能である。
【０１０８】
　つまり、上述の各実施例を実現するためのプログラムファイルをクライアントコンピュ
ータに提供するサーバ装置も本発明の一つである。
【０１０９】
　また、上述の各実施例を実現するためのコンピュータプログラムを暗号化して格納した
記憶媒体を配布し、所定の条件を満たしたユーザに、暗号化を解く鍵情報を供給し、ユー
ザの有するコンピュータへのインストールを許可してもよい。鍵情報は、例えばインター
ネットを介してホームページからダウンロードさせることによって供給することができる
。
【０１１０】
　また、上述の各実施例を実現するためのコンピュータプログラムは、すでにコンピュー
タ上で稼働するＯＳの機能を利用するものであってもよい。
【０１１１】
　さらに、上述の各実施例を実現するためのコンピュータプログラムは、その一部をコン
ピュータに装着される拡張ボード等のファームウェアで構成してもよいし、拡張ボード等
が備えるＣＰＵで実行するようにしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【０１１２】
【図１】本発明の各実施例に係るデジタルテレビのシステム構成図である。
【図２】本発明の各実施例に係る録画機のシステム構成図である。
【図３】本発明の実施例１に係る録画処理部のシステム構成図である。
【図４】本発明の各実施例に係る傾向度判定処理のフローチャートである。
【図５】本発明の各実施例に係る録画機の動作状態と消費電力量及び録画開始までの所要
時間の相関関係を説明するための概念図である。
【図６】本発明の実施例１に係る録画機の動作状態レベル制御処理のフローチャートであ
る。
【図７】本発明の各実施例に係る録画機の動作状態と傾向度判定値との関係を説明するた
めの概念図である。
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【図８】本発明の実施例２に係る録画処理部のシステム構成図である。
【図９】本発明の実施例２に係る録画機の動作状態レベル制御処理のフローチャートであ
る。
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